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暮
ら
し
の
お
知
ら
せ

　
「
市
長
へ
の
手
紙
・
F
A
X
・
電
子

メ
ー
ル
」
は
、
市
民
の
皆
さ
ん
の
市
政

に
対
す
る
提
言
・
要
望
・
意
見
な
ど
を

幅
広
く
聴
い
て
、
今
後
の
市
政
に
反
映

す
る
た
め
の
制
度
で
す
。

　
寄
せ
ら
れ
た
意
見
は
、
市
長
が
直
接

目
を
通
し
、
各
課
に
対
応
を
指
示
し
ま

す
。

　
回
答
を
希
望
す
る
人
に
は
、
書
面
ま

た
は
E
メ
ー
ル
で
回
答
し
ま
す
が
、
回

答
に
は
1
カ
月
程
度
の
期
間
を
要
し
ま

す
。

　
各
課
で
も
担
当
す
る
業
務
に
つ
い
て

意
見
や
要
望
を
受
け
付
け
て
い
ま
す
の

で
、
道
路
の
補
修
や
公
園
遊
具
の
修
理

な
ど
、
早
急
な
対
応
が
必
要
な
場
合
は

直
接
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

　
寄
せ
ら
れ
た
意
見
の
内
容
に
よ
っ
て

は
、
市
の
回
答
と
併
せ
て
、
広
報
な
り

た
な
ど
に
無
記
名
で
掲
載
す
る
場
合
が

あ
り
ま
す
。

　
市
政
と
関
係
の
な
い
内
容
や
個
人
・

団
体
を
誹ひ

謗ぼ
う
中
傷
す
る
内
容
、
政
治
・

営
業
・
宗
教
活
動
、
選
挙
運
動
に
関
す

る
内
容
の
も
の
は
受
け
付
け
ま
せ
ん
。

　
ま
た
「
市
長
へ
の
手
紙
」
と
し
て
取

り
扱
う
こ
と
が
適
切
で
な
い
と
認
め
ら

れ
る
も
の
や
、
趣
旨
が
不
明
確
な
も
の

に
つ
い
て
は
回
答
で
き
ま
せ
ん
。
回
答

を
希
望
す
る
場
合
は
、
住
所
・
氏
名
・

電
話
番
号
を
忘
れ
ず
に
書
い
て
く
だ
さ

い
。

市
長
へ
の
手
紙

　
市
役
所
や
下
総
・
大
栄
支
所
、
公
民

館
な
ど
の
市
の
施
設
に
専
用
の
用
紙

（
受
取
人
払
い
）が
置
い
て
あ
り
ま
す
。

　
専
用
の
用
紙
以
外
を
利
用
す
る
場
合

は
「
市
長
へ
の
手
紙
」
と
書
い
て
、
切

手
を
貼
っ
て
送
っ
て
く
だ
さ
い
。

市
長
へ
の
F
A
X

　
市
内
か
ら
は
次
の
番
号
に
送
信
し
て

く
だ
さ
い
。
送
信
料
は
か
か
り
ま
せ
ん

（
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
か
ら
は
有

料
と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
）。

1
0
1
2
0
‐
8ハ
6ロ
0ー
‐で

2つ
7な
9ぐ

　
市
外
か
ら
は
次
の
番
号
に
送
信
し
て

く
だ
さ
い
。
送
信
料
は
か
か
り
ま
す
。

F
A
X
0
4
7
6
‐
24
‐
1
0
8
6

市
長
へ
の
電
子
メ
ー
ル

　
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
「
市
長
へ
の
電

子
メ
ー
ル
」（https://w
w
w
.city.na 

rita.chiba.jp/shisei/page3021 

00.htm
l

）か
ら
送
信
で
き
ま
す
。

　
ま
た
、
E
メ
ー
ル（nrtsodan@

ci 

ty.narita.chiba.jp

）も
利
用
で
き
ま

す
。
あ
ら
か
じ
め
、
こ
の
ア
ド
レ
ス
か

ら
の
メ
ー
ル
を
受
信
で
き
る
よ
う
に
設

定
し
て
く
だ
さ
い
。

※
く
わ
し
く
は
市
民
協
働
課
市
民
相
談

室（
☎
20
‐
1
5
0
7
）へ
。

年
末
調
整
で
必
要
な
人
は

申
請
を

確
定
申
告
の
た
め
の
書
類

　
市
で
は
、
確
定
申
告
に
必
要
な
納
付

済
額
の
お
知
ら
せ
を
1
月
下
旬
に
送
付

し
ま
す
。
年
末
調
整
で
事
前
に
必
要
な

人
は
、
次
の
窓
口
で
申
請
し
て
く
だ
さ

い
。
事
前
申
請
し
た
人
に
は
、
1
月
の

送
付
は
し
ま
せ
ん
。

　
な
お
、
市
が
証
明
す
る
の
は
、
普
通

徴
収（
納
付
書
や
口
座
振
替
な
ど
で
の

納
付
）の
金
額
の
み
で
す
。

持
ち
物
＝
本
人
確
認
が
で
き
る
物（
マ

イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
、
運
転
免
許
証

な
ど
）

国
民
健
康
保
険
税
払
込
証
明
書

申
請
場
所
＝
納
税
課（
市
役
所
2
階
）、

下
総
・
大
栄
支
所

問
い
合
わ
せ
先
＝
納
税
課（
☎
20
‐
1 

5
1
9
）

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
払
込
証
明
書

申
請
場
所
＝
保
険
年
金
課（
市
役
所
1

階
）、
下
総
・
大
栄
支
所

問
い
合
わ
せ
先
＝
保
険
年
金
課（
☎
20
‐ 

1
5
4
7
）

介
護
保
険
料
払
込
証
明
書

申
請
場
所
＝
介
護
保
険
課（
市
役
所
議

会
棟
1
階
）、
下
総
・
大
栄
支
所

問
い
合
わ
せ
先
＝
介
護
保
険
課（
☎
20
‐ 

1
5
4
5
）

※
く
わ
し
く
は
各
問
い
合
わ
せ
先
へ
。

自
宅
で
手
続
き
で
き
ま
す

ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
で
確
定
申
告

　
混
雑
す
る
申
告
会
場
に
行
か
な
く
て

も
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
と
マ
イ
ナ

ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
読
み
取
り
に
対
応
し

た
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
な
ど
が
あ
れ
ば
、

自
宅
で
確
定
申
告
が
で
き
ま
す
。

　
ま
た
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を

持
っ
て
い
な
い
人
も
、
税
務
署
で
発
行

さ
れ
る
I
D
と
パ
ス
ワ
ー
ド
を
使
っ
て

申
告
で
き
ま
す
。
た
だ
し
、
I
D
と
パ

ス
ワ
ー
ド
は
一
時
的
な
も
の
で
す
の
で
、

今
後
も
自
宅
で
申
告
す
る
場
合
は
マ
イ

ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
早
め
に
取
得
し
て

く
だ
さ
い
。

※
く
わ
し
く
は
、
確
定
申
告
に
つ
い
て

は
成
田
税
務
署（
☎
28
‐
5
1
5
1
）、

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
に
つ
い
て
は

市
民
課（
☎
20
‐
1
5
2
5
）へ
。

S
マ
ー
ク
を

知
っ
て
い
ま
す
か

標
準
営
業
約
款
制
度

　
標
準
営
業
約
款（
S

マ
ー
ク
）は
、
法
律
で

定
め
ら
れ
た
消
費
者
擁

護
の
た
め
の
制
度
で
す
。

　
店
頭
に
S
マ
ー
ク
を
掲
げ
て
い
る
理

容
店
、
美
容
室
、
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
店
、

め
ん
類
飲
食
店
、
一
般
飲
食
店
は
、
厚

生
労
働
大
臣
認
可
の
約
款
に
従
っ
て
営

業
し
て
い
る
安
全
・
清
潔
・
安
心
な
信

頼
で
き
る
店
舗
で
す
。

※
く
わ
し
く
は
千
葉
県
生
活
衛
生
営
業

指
導
セ
ン
タ
ー（
☎
0
4
3
‐
3�

0�

7
‐
8
2
7
2
）へ
。

あ
な
た
の
声
を

聴
か
せ
て
く
だ
さ
い

市
長
へ
の
手
紙
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○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

学
予
定
校
、
新
中
学
1
年
生
は
現
在

在
籍
し
て
い
る
学
校
へ

※
く
わ
し
く
は
学
務
課（
☎
20
‐
1�

5�

8�

1
）へ
。

空
き
地
の
所
有
者
は

早
め
に
草
刈
り
を

土
地
の
適
正
管
理

　
空
き
地
の
雑
草
を
伸
び
た
ま
ま
に
し

て
お
く
と
、
ご
み
の
捨
て
場
所
に
さ
れ

た
り
、
害
虫
類
の
発
生
原
因
と
な
っ
た

り
す
る
な
ど
、
周
囲
に
迷
惑
が
掛
か
り

ま
す
。
ま
た
、
通
行
の
妨
げ
や
火
災
の

原
因
と
な
り
か
ね
ま
せ
ん
。
空
き
地
の

所
有
者
は
早
め
に
草
を
刈
る
な
ど
、
土

地
を
適
正
に
管
理
し
て
く
だ
さ
い
。

　
市
で
は
、
草
刈
り
機
を
無
料（
刈
り

刃
と
燃
料
は
自
己
負
担
）で
貸
し
出
し

て
い
ま
す
の
で
利
用
し
て
く
だ
さ
い
。

※
く
わ
し
く
は
環
境
対
策
課（
☎
20
‐

1
5
3
2
）へ
。

11
月
30
日
ま
で
に

個
人
事
業
税

　
個
人
事
業
税
の
第
2
期
分
の
納
期
限

は
、
11
月
30
日
㈫
で
す
。
金
融
機
関
や

コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
で
納
め
て
く

だ
さ
い
。
納
付
に
は
便
利
で
確
実
な
口

座
振
替
を
お
勧
め
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、

電
子
マ
ネ
ー「
Pay
Pay
」「L
I
N
E 

Pay
」
の
ほ
か
、
千
葉
県
税
ク
レ
ジ
ッ

ト
カ
ー
ド
お
支
払
い
サ
イ
ト（https:// 

koukin.f-regi.com
/fc/chiba_p 

ref

）で
も
納
付
で
き
ま
す
。

※
く
わ
し
く
は
佐
倉
県
税
事
務
所（
☎

0
4
3
‐
4
8
3
‐
1
1
1
4
）へ
。

犯
罪
被
害
者
支
援
を
考
え
る

千
葉
県
民
の
つ
ど
い

　
11
月
25
日
㈭
〜
12
月
1
日
㈬
は
犯
罪

被
害
者
週
間
で
す
。

　
被
害
者
や
家
族
が
立
ち
直
り
、
再
び

平
穏
な
生
活
を
送
る
に
は
、
皆
さ
ん
の

理
解
と
配
慮
が
必
要
で
す
。

　
県
で
は
毎
年
「
千
葉
県
民
の
つ
ど
い
」

を
開
催
し
て
お
り
、
千
葉
テ
レ
ビ
で
特

別
番
組
を
放
送
し
ま
す
。

放
送
日
時
＝
11
月
27
日
㈯ 

午
前
9
時

30
分
〜
9
時
55
分

※
く
わ
し
く
は
千
葉
犯
罪
被
害
者
支
援

セ
ン
タ
ー（
☎
0
4
3
‐
2
2
5
‐
5�

4
5
1
）へ
。

健
康
被
害
に
気
を
つ
け
て

P
M
2
・
5
へ
の
注
意
喚
起

　
大
気
中
に
長
期
間
浮
遊
し
て
い
る
微

粒
子
の
う
ち
、
粒
径
2
・
5
マ
イ
ク
ロ

メ
ー
ト
ル
以
下
の
も
の
を
P
M
2
・
5

（
微
小
粒
子
状
物
質
）と
い
い
ま
す
。

　
P
M
2
・
5
は
粒
径
が
小
さ
い
こ
と

か
ら
、
肺
の
奥
深
く
ま
で
入
り
や
す
く

体
へ
さ
ま
ざ
ま
な
影
響
を
及
ぼ
す
可
能

性
が
あ
り
ま
す
。

　
県
か
ら
P
M
2
・
5
に
つ
い
て
注
意

喚
起
さ
れ
た
と
き
は
、
防
災
行
政
無
線

や
な
り
た
メ
ー
ル
配
信
サ
ー
ビ
ス
で
お

知
ら
せ
し
ま
す
。

　
そ
の
際
は
、
外
出
や
屋
外
で
の
長
時

間
の
激
し
い
運
動
を
控
え
る
、
呼
吸
器

系
や
循
環
器
系
の
疾
患
の
あ
る
人
・
子

ど
も
・
高
齢
者
は
特
に
注
意
す
る
な
ど

の
対
応
を
お
願
い
し
ま
す
。

※
く
わ
し
く
は
環
境
対
策
課（
☎
20
‐

1
5
3
2
）へ
。

申
し
込
み
は

八
富
成
田
斎
場
へ

火
葬
や
式
場
の
利
用

　
八や

つ
富と

み
成
田
斎
場
で
は
通
夜
と
告
別
式

を
行
う
こ
と
が
で
き
、
霊
き
ゅ
う
車
の

利
用（
市
内
の
自
宅
、
病
院
な
ど
か
ら

斎
場
ま
で
）や
祭
具
の
貸
し
出
し
も
受

け
付
け
て
い
ま
す
。

　
ペ
ッ
ト
の
火
葬
は
、
犬
・
猫
・
ウ
サ

ギ
な
ど
の
小
動
物
を
対
象
に
ペ
ッ
ト
火

葬
場（
同
斎
場
向
か
い
）で
行
っ
て
い
ま

す
。
利
用
に
は
予
約
が
必
要
で
す
。
予

約
は
同
斎
場（
☎
23
‐
4
5
1
1
）で
受

け
付
け
て
い
ま
す
。

※
く
わ
し
く
は
環
境
衛
生
課（
☎
20
‐

1
5
3
1
）へ
。

入
学
準
備
学
用
品
費
を
支
給

就
学
援
助

　
市
で
は
、
経
済
的
な
理
由
で
学
用
品

費
な
ど
の
支
払
い
が
困
難
な
児
童
・
生

徒
の
保
護
者
を
対
象
に
援
助
を
行
っ
て

い
ま
す
。

　
令
和
4
年
度
に
入
学
す
る
新
小
学
1

年
生（
義
務
教
育
学
校
の
1
年
生
を
含

む
）・
新
中
学
1
年
生（
義
務
教
育
学
校

の
7
年
生
を
含
む
）に
、
就
学
援
助
費

の
う
ち
入
学
準
備
学
用
品
費
を
支
給
し

ま
す
。

支
給
額
＝
新
小
学
1
年
生
5
万
1
、
0 

6 

0
円
、
新
中
学
1
年
生
6
万
円

申
請
書
配
布
場
所
＝
学
務
課（
市
役
所

5
階
）、
子
ど
も
が
入
学
す
る
予
定

の
学
校

申
請
方
法
＝
12
月
1
日
㈬
〜
1
月
31
日

㈪
に
申
請
書
に
必
要
書
類
を
添
え
て

新
小
学
1
年
生
は
学
務
課
ま
た
は
入

市長日誌

サイン入りパネルを受け取る（25日）

10月16日㈯〜31日㈰

18日 公設地方卸売市場運営審議会総合計画審議会

19日
戦没者追悼式
県道成田神崎線整備促進期成
同盟要望活動

20日 青少年問題協議会千葉県市長会役員会（WEB会議）

22日 新型コロナウイルス感染症対策本部会議
23日 自主防災組織リーダー研修会

24日 全日本障がい者立位テニス選手権大会開会式

25日

東京オリンピックメダリスト並木
月海選手表敬訪問・市民栄誉
賞授与式
社会福祉協議会との災害時のボ
ランティアに関する協定書締結式

28日 北千葉道路建設促進期成同盟による千葉県知事への要望活動

29日

印旛郡市広域市町村圏事務組
合議会定例会
千葉県市長会定例会・合同部
会（WEB会議）
成人式実行委員会

11月30日㈫

※�くわしくは①納税課（☎20-1519）、
②保険年金課（☎20-1547）、③
介護保険課（☎20-1545）へ。

①国民健康保険税（第5期）
②後期高齢者医療保険料（第5期）
③介護保険料（第5期）

今 月 の 納 期 限

広報なりた 2021.11.15　☎／市外局番の記載のないものは「0476」です7



暮
ら
し
の
お
知
ら
せ

場
合
あ
り
）

◦
市
税
を
滞
納
し
て
い
な
い

◦
緊
急
連
絡
先
が
あ
る（
連
帯
保
証
人

は
不
要
）

◦
申
込
者
・
同
居
し
よ
う
と
す
る
親
族

が
暴
力
団
員
で
は
な
い

一
般
市
営
住
宅

◦
所
定
の
方
法
で
算
出
し
た
世
帯
の
所

得
月
額
が
15
万
8
、
0
0
0
円
以
下

（
高
齢
者
・
障
が
い
者
・
小
学
校
就

学
前
の
子
ど
も
が
い
る
世
帯
な
ど
は

21
万
4
、
0
0
0
円
以
下
）

地
域
優
良
賃
貸
住
宅

◦
高
齢
者
・
障
が
い
者
等
世
帯
、
18
歳

未
満
の
子
ど
も
が
い
る
世
帯
の
い
ず

れ
か
で
あ
る

◦
所
定
の
方
法
で
算
出
し
た
世
帯
の
所

得
月
額
が
21
万
4
、
0
0
0
円
以
下

入
居
期
間
＝
地
域
優
良
賃
貸
住
宅
の
み

3
年
間（
期
間
満
了
時
に
申
し
込
み

資
格
に
該
当
し
て
い
る
場
合
は
再
契

約
可
）

家
賃
＝
希
望
す
る
住
宅
や
世
帯
の
所
得

額
に
よ
っ
て
異
な
る

申
込
書
配
布
場
所
＝
建
築
住
宅
課（
市

役
所
5
階
）、
下
総
・
大
栄
支
所

申
し
込
み
方
法
＝
12
月
1
日
㈬
〜
15
日

㈬
に
申
込
書
を
同
課
へ

※
空
き
状
況
に
よ
り
募
集
住
宅
を
追
加

す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
く
わ
し
く

は
同
課（
☎
20
‐
1
5
6
4
）へ
。

12
月
1
日
か
ら
受
け
付
け

市
営
住
宅
の
入
居
者
募
集

　
市
で
は
、
市
営
住
宅
の
入
居
者
を
次

の
通
り
募
集
し
ま
す
。

申
し
込
み
資
格
＝
次
の
要
件
を
全
て
満

た
す
人

◦
住
居
に
困
っ
て
い
る

◦
市
内
に
続
け
て
6
カ
月
以
上
、
居
住

し
て
い
る
か
勤
務
先
が
あ
る

◦
同
居
し
よ
う
と
す
る
親
族
が
い
る

（
高
齢
者
な
ど
単
身
で
入
居
で
き
る

成
田
空
港
の
隣
接
区
域
も

対
象
に

防
災
行
政
無
線
戸
別
受
信
機

　
市
で
は
、
緊
急
情
報
や
避
難
情
報
な

ど
を
伝
達
す
る
た
め
、
防
災
行
政
無
線

を
整
備
し
、
対
象
世
帯
に
は
戸
別
受
信

機
の
貸
し
出
し
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　
現
在
貸
し
出
し
て
い
る
ア
ナ
ロ
グ
波

対
応
戸
別
受
信
機
が
使
用
で
き
な
く
な

る
こ
と
に
伴
い
、
デ
ジ
タ
ル
波
対
応
戸

別
受
信
機
へ
の
無
償
で
の
更
新
を
予
定

し
て
い
ま
す
。
従
来
の
対
象
で
あ
る
騒

防
法
第
一
種
区
域
の
ほ
か
、
隣
接
区
域

に
住
ん
で
い
る
世
帯
に
も
対
象
が
拡
大

さ
れ
ま
し
た
の
で
、
希
望
す
る
場
合
は

申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

対
象
＝
騒
防
法
第
一
種
区
域
に
隣
接
す

る
共
生
財
団
が
定
め
た
隣
接
区
域
に

住
み
、
防
災
行
政
無
線
の
放
送
内
容

が
聞
き
取
り
に
く
く
、
デ
ジ
タ
ル
波

対
応
戸
別
受
信
機
の
設
置
・
更
新
を

希
望
す
る
世
帯

申
請
書
配
布
場
所
＝
危
機
管
理
課（
市

役
所
4
階
）、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ（ht 

tps://w
w
w
.city.narita.chiba.

jp/anshin/page0110_00069.
htm
l

）

申
請
方
法
＝
12
月
24
日
㈮（
必
着
）ま
で

に
申
請
書
に
必
要
事
項
を
書
い
て
直

接
ま
た
は
郵
送
で
危
機
管
理
課（
〒 

2
8
6
‐
8
5
8
5 

花
崎
町
7
6
0
）

へ
ア
ナ
ロ
グ
波
対
応
戸
別
受
信
機
の
使
用

期
限

　
国
で
は
、
ア
ナ
ロ
グ
波
対
応
戸
別
受

信
機
の
使
用
期
限
を
令
和
4
年
11
月
30

日
ま
で
と
し
て
い
ま
し
た
が
、
新
型
コ

ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響
に
よ
り

期
限
を
延
長
し
ま
し
た
。
新
た
な
期
限

は
改
め
て
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

※
申
請
書
の
郵
送
を
希
望
す
る
場
合
は

危
機
管
理
課（
☎
20
‐
1
5
2
3
）へ
。

く
わ
し
く
は
同
課
へ
。

被
害
者
や
遺
族
へ
支
援

犯
罪
被
害
給
付
制
度

　
犯
罪
被
害
給
付
制
度
は
、
故
意
の
犯

罪
行
為
に
よ
り
不
慮
の
死
を
遂
げ
た
被

害
者
の
遺
族
や
、
身
体
に
重
大
な
被
害

を
受
け
る
な
ど
し
た
被
害
者
に
対
し
、

国
が
給
付
金
を
支
給
す
る
も
の
で
す
。

　
ま
た
、
市
で
は
成
田
市
犯
罪
被
害
者

等
支
援
条
例
に
基
づ
き
、
支
援
金
を
支

給
し
て
い
ま
す
。

※
く
わ
し
く
は
、
制
度
に
つ
い
て
は
県

警
察
本
部
警
務
課（
☎
0
4
3
‐
2�

0�

1
‐
0
1
1
0�

内
線
2
7
0
4
）、

条
例
に
つ
い
て
は
交
通
防
犯
課（
☎

20
‐
1
5
2
7
）へ
。

災害時の情報収集はこちら
◦防災行政無線テレホンサービス（10120-38-3898）
◦市ホームページ（https://www.city.narita.chiba.jp/anshin/index0329.html）
◦防災情報ツイッター（https://twitter.com/bousai_narita）
◦なりたメール配信サービス（事前登録が必要）
　右の二次元バーコードを読み取るか、登録用アドレス（t-narita@sg-p.jp）に空メールを
送信して登録する
※くわしくは危機管理課（☎20-1523）へ。

なりたメール配信
サービス

団地名（住所） 募集戸数 間取り 入居人数
一般市営住宅

北囲護台団地
（囲護台1385-1）

2戸
（3、5階）

3DK
（7.5、6、6畳） 3人以上

南囲護台団地
（囲護台1254-2）

2戸
（2、3階）

2DK
（6、6畳） 2人以上

吾妻南団地
（吾妻2-1-1）

2戸
（3階）

1K
（6畳） 1人以上

地域優良賃貸住宅
加良部住宅
（加良部3-17-1）

1戸
（1階）

2LDK
（6、4.5畳） 2人以上
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